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交 通 対 策 ・ 地 区 整 備 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日   令和８年２月２５日（水） 

２ 開 会場所   議会第３会議室 

３ 出 席 者   委 員 長 冨 永 龍 司    副委員長 風 澤 純 子 

  （１２人）   委  員 石 原 喬 子    委  員 大 貫 はなこ 

          委  員 中 村 謙治郎    委  員 鈴 木   昇 

          委  員 中 澤 史 夫    委  員 望 月 元 美 

          委  員 石 塚   猛    委  員 太 田 雅 久 

          委  員 小 坂 義 久    議  長 石 川 義 弘 

 

４ 欠 席 者    

  （０人） 

 

５ 委員外議員 

  （０人） 

 

６ 出席理事者   区  長                  服 部 征 夫 

          副 区 長                  野 村 武 治 

          技  監                  赤 星 健太郎 

          施設課長                  五 條 俊 明 

          都市づくり部長               寺 田   茂 

          都市づくり部参事              坂 本 秀 昭 

          都市計画課長                反 町 英 典 

          地域整備第一課長              長 廣 成 彦 

          地域整備第二課長              門 倉 和 広 

          地域整備第三課長              行 天 寿 朗 

          都市づくり部副参事             小 河 真智子 

          土木担当部長                原 島   悟 

          交通対策課長                清 水 良 登 

 

７ 議会事務局   事務局長      鈴 木 慎 也 

          事務局次長     櫻 井 敬 子 

          議事調査係長    吉 田 裕 麻 

          議会担当係長    女部田 孝 史 
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          書  記      藤 村 ちひろ 

 

８ 案件 

 ◎審議調査事項 

  案件第１ 第３２号議案 東京都台東区レンタサイクル条例を廃止する条例 

  案件第２ 交通対策及び地区整備について 

 ◎理事者報告事項 

【都市づくり部】 

  １．台東区バリアフリー基本構想の評価結果について 

                     ………………………事前資料１ 都市計画課長 

  ２．持続可能な地域公共交通のあり方検討について 

                     ………………事前資料２ 都市づくり部副参事 

  ３．東上野四・五丁目地区まちづくりの取組状況について 

                     ………………………資料１ 地域整備第一課長 

  ４．朝倉彫塑館通り沿道におけるまちづくりについて 

                     ………………………資料２ 地域整備第三課長 

【土木担当】 

  １．台東区循環バス「めぐりん」停留所におけるデジタルバス停の試験導入について 

                     ……………………………資料３ 交通対策課長 

  ２．観光バス駐車場の休止について   ……………………………資料４ 交通対策課長 

  ３．自転車駐車場の短時間無料利用の拡大について 

                     ……………………………資料５ 交通対策課長 

  ４．台東区自転車活用推進計画について ………………………事前資料３ 交通対策課長 

 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－3－ 

          午前 ９時５９分開会 

○委員長（冨永龍司） ただいまから、交通対策・地区整備特別委員会を開会いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、区長から挨拶があります。 

◎服部征夫 区長 おはようございます。よろしくお願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 本日は、卓上マイクのスイッチを必ず押してから、ご発言願います。 

 また、理事者発言席を設けましたので、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、傍聴についておはかりいたします。 

 本日提出される傍聴願については、許可いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

 それでは、審議に入らせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、案件第１、第32号議案、東京都台東区レンタサイクル条例を廃止する条例

を議題といたします。 

 本案は、理事者報告事項、土木担当の４番、台東区自転車活用推進計画についてが関連いた

しますので、説明と一括して報告を聴取し、審議を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

 それでは、第32号議案及び報告事項について、理事者の説明を求めます。 

 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 それでは、台東区自転車活用推進計画についてご説明をいたしま

す。 

 恐れ入りますが、事前資料の３をまずはご覧ください。初めに、項番１、パブリックコメン

トの実施結果です。 

 恐れ入りますが、次のページをご覧ください。パブリックコメントにつきましては、11名の

方から合計23件のご意見をいただきました。主な内容は、昨年10月から総合自転車対策として

放置自転車の撤去を強化している背景から、自転車を撤去するのであれば駐輪場を増やしてほ

しいという、新規駐輪場の整備要望が多数寄せられております。これらの意見に対しましては、

既に中間のまとめの段階で新規自転車駐車場、自転車置場の確保を計画事業としているため、

計画最終案での修正はございません。その他のご意見としまして、自転車利用者の違法駐輪の

取締りを強化してほしいというご意見ですとか、危険な歩道通行などのルール、マナー向上に

関する要望もご意見として上がっております。 
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 恐れ入りますが、１ページにお戻りください。次に、項番２、中間のまとめからの主な変更

点です。全体的には交通ルールに関するコラムの追加等を行っております。また、昨年の第４

回定例会の本委員会でいただいたご意見を踏まえまして、パーキングメーターの撤去の検討、

違反車両の削減に向けた広報啓発、附置義務駐車場の設置促進の説明内容を見直しております。

その他、自転車ネットワーク路線の整備優先度の検討結果の追加や、計画のフォローアップに

おける目標値の設定などを行っております。詳細につきましては、資料記載の表と併せまして

別紙２、計画最終案を後ほどご確認ください。 

 次に、自転車通行空間の整備についてご説明いたします。 

 恐れ入りますが、15ページをご覧ください。自転車活用推進計画に基づき、自転車ネットワ

ーク路線として選定した区道につきまして、自転車通行空間の整備を行ってまいります。令和

８年度は、表に記載した優先度Ａの路線5.3キロメートルについて整備を行います。予算額

（案）及び今後の予定は記載のとおりでございます。 

 次に、シェアサイクルの普及促進についてご説明をいたします。 

 恐れ入りますが、16ページをご覧ください。項番１、シェアサイクル事業の背景です。区民

及び来街者の自転車利用の利便性向上を図り、あわせて、放置自転車の減少を目的として、平

成30年度からシェアサイクル事業を実証実験として実施してまいりました。実証実験の結果、

ポート及び利用回数も増加し、区民や来街者の主要な交通手段の一つとして定着しつつあるた

め、今年度末で実証実験を終了の上、令和８年度から恒常的な事業として実施し、あわせて、

休止中のレンタサイクル事業を廃止いたします。なお、レンタサイクル事業の廃止に伴いまし

て、東京都台東区レンタサイクル条例を廃止いたします。 

 項番２、実証実験の概要についてです。（１）実証実験の期間及び（２）の事業者は、資料

記載のとおりでございます。実証実験の実績と駅周辺の放置自転車台数の推移については、

（３）と（４）の表にまとめておりまして、一番下の（５）に総括として、今後についてとし

て取りまとめております。３者ともポート数及び利用回数が増加しており、放置自転車につい

ても減少傾向であるため、実証実験で引き続き恒常的な事業に移行する予定でございます。 

 次のページをご覧ください。項番３として、区と事業者の主な役割分担をお示ししておりま

す。詳細は表に記載したとおりでございますが、区の役割であるサイクルポート用公有財産の

確保に関連する財産使用料等については、放置自転車の削減等の公共の課題解決を目的として

いるため、実証実験のときと同様、免除とする予定でございます。また、同じ表中の下段に今

後の検討予定として、災害時のシェアサイクルの活用や新たな公共貢献の取組検討を、双方の

役割として記載しております。 

 項番４、今後の予定については記載のとおりで、４月からの恒常的な実施に向けて進めてま

いります。 

 大変恐縮ですが、報告資料の１ページにお戻りください。項番６、計画策定に関する今後の

予定でございます。本年３月下旬に計画策定を予定しております。 
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 ご説明は以上でございます。 

 続きまして、第32号議案、東京都台東区レンタサイクル条例を廃止する条例についてご説明

をいたします。 

 本案は、先ほどの報告事項のとおり、レンタサイクル事業を廃止するために提出するもので

ございます。 

 次のページをご覧ください。本条例は公布の日から施行としております。 

 本案につきましてよろしくご審議の上、可決賜りますようお願いいたします。 

○委員長 それでは、第32号議案及び報告事項についてご審議願います。 

 石原委員。 

◆石原喬子 委員 自転車活用のほうで１点お伺いします。 

 以前にも私、一般質問のほうで質問させていただいたんですけれども、隅田公園の駐輪場な

んですが、故障中となっている箇所が多く見られるんですが、対応状況はどうなっているのか、

教えてください。 

◎清水良登 交通対策課長 承知いたしました。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 保守事業者に確認をしたところ、現在、隅田公園の駐輪場で使っ

ている使用中のラックが、既に製造が終了しておりまして、補修部品の入手がなかなか難しく

なってきておるという状況でございます。そのため、修理に時間を要しているという状況でご

ざいました。 

○委員長 石原委員。 

◆石原喬子 委員 浅草は今でも駐輪場が少なくて、待ちが300人だったり、400人だったりと

いう、お困りの方がすごく多いです。そういった製造が終了ということでしたら、ぜひラック

を新しい製品に入れ替えるのを含めて、早急に検討していただきたいんですが、いかがでしょ

うか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 現在、保守事業者と対応方法について協議中でございます。ただ

いま委員からご指摘いただいたラックの入替えも含めまして、可能な限り迅速な対応ができる

ように検討してまいります。 

○委員長 石原委員。 

◆石原喬子 委員 ぜひ、ラックの入替えを視野に入れてくれるということならば、墨田区な

んてそうなんですけれども、２段式の、上段がすうって使いやすいラックなど、いろいろなも

のが出ていると思うので、ぜひそういった工夫もしていただけるように、併せて検討していた

だければと思います。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 併せて検討いたします。 
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◆石原喬子 委員 よろしくお願いします。以上です。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 議案については賛成いたします。 

 私のほうは、自転車通行空間の整備ということで、特に中間のまとめの主な変更点で前回、

ちょっと私のほうで指摘させていただいたパーキングメーターと違反車両削減についての分に

ついては、早速反映していただきまして、高く評価しております。そこで伺いたいのは、計画

案の77ページの計画のフォローアップの表のところです。今回、計画期間内の目標値が定まり

ましたが、それの基準はどのように決めたのか、教えてください。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 目標値の考え方につきましては、同じ表の右側に記載させていた

だきましたが、補足をいたしますと、例えば国や都の計画目標値と整合を取った項目ですとか

単純に現況値の倍を目指すとしたものなどはございます。例えば、この中ですと、まもるの自

転車利用者のマナー満足度は、現況値の２倍を目指すことを目標に設定しております。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 了解しました。まあまあ、現況値がやはり低いということで、倍を目指す

ということなので、それは納得いたしました。 

 そこで、まもるというところの車道通行率のところなんですが、この68.5％しか、現状ない

ということで、実際にこの左衛門橋通りのところを調査していただいたというんですが、ここ

に順走で通行していたという流れがあるんですね。そうすると、残りの31.5％の方たちはどの

ような状況でこのような数字になったのか、教えてください。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 その他の内訳につきましては、歩道通行が26.3％、車道逆走が

5.2％、以上でございます。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 もう逆走というのは本当にあり得ない危険行為でありますし、ただ、実際

に左衛門橋通りを走っていると目撃することもあるので、やはり５％というのはあるのかなと

いうところと、ただ、あと歩道通行ですね、じゃ、この方たちを、今度は目標値80％以上を目

指すということなんですが、やはりどうしても車道が狭くて、車道を走ることによって自分の

身の危険を感じることがあるんですね。その辺をどのように進めていくのか、教えてください。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 本区で昨年末に開催しました自転車安全講習会においても、通行

量が多い時間帯などは、車道通行に危険を感じる場合は歩道を徐行してください、ゆっくり走

ってくださいというふうに講師から伝えられております。計画指標に優先度というものはござ

いませんが、やはり事故がないことが一番だと考えています。また、４月から車側のルールと

しまして、自転車を追い抜くときには1.5メートル空けなければならないって、ルールが新し
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く始まります。そのルールの浸透をさせつつ、10年間で80％をゆっくり目指していければと思

っております。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 ぜひ、そのルールを守るということはとても大切なことなんですけれども、

その辺の状況に応じてしっかりと進めていただきたいと要望しておきます。以上です。 

○委員長 中澤委員。 

◆中澤史夫 委員 自転車に関して、このアンケートを通してもたくさんありますけれども、

なかなか違法に止めた自転車を撤去するというのは大事なことですし、安全な歩行空間を保っ

ているとか、そういう面でも、とても大事なことなんですけれども、ただ、持っていかれてし

まったという方からですとか、今いろいろな意見をいただいているんですけれども、どうやら

自転車が撤去されて取りに行ったら、自転車の中に荷物が入っていたりとか、買物籠にそのま

ま買物したものが入っている自転車が撤去されているとか、あと子供のコートが入ったまま撤

去されているとかいうのが結構見受けられたみたいで、なかなか確かにいけない話なんですけ

れども、戻ったら荷物ごとなくなってしまっているという状況とか、お子さんの上着がそのま

まない状態とかいうのが、感情としてはどうなんだということですね。実は連絡がありまして、

ご注意はされたんですけれども、なかなかその立て分けって難しいと思うんですけれども、例

えば工夫をして、確かに持っていくことも大事なんですけれども、注意書きを１回置くとかそ

ういう、ちょっと努力ができればいいのかなというふうに思います。 

 持っていくことだけが重要なことではないと思いますので、まずは区民の感情というのをし

っかりと協力していただけるようにやっていかないと、後でいろいろ、対してすごく感情が、

だったらいいとかね、そういうふうになってしまってはいけないと思いますので、なるべく皆

様が気持ちよく、ちゃんと自転車を使えるような対策も考えていただければなと思いますけれ

ども、その点いかがでしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 歩道上の自転車の放置につきましては、例えばバリアフリー協議

会等でも、やはり視覚障害のある方にとってはとても怖いというふうに伝えられています。そ

ういった事情で撤去についてはご理解をいただきたいところはありますが、委員おっしゃると

おり、余計なあつれきを生まないというところが重要かと考えています。何よりも大切なのは

自転車を置ける場所をつくるというところが大事かと思っておりますので、なかなかいろいろ

交渉しているところですが、引き続き粘り強く交渉していきたいと考えております。 

○委員長 中澤委員。 

◆中澤史夫 委員 確かに止める場所ね、空地も少ないところはあります。私も議員にならせ

ていただいてからもう10年たちますけれども、その頃から田原町の周辺の自転車についてはた

くさん言われていまして、なかなか変わらないというところもあります。ただ、でも、努力し

てやっていくしかないんですけれども、その辺をしっかりと進めていっていただければと思い
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ます。以上です。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 条例については、廃止についてはちょっとやむを得ないと思いますので、賛

成をします。 

 まず、自転車活用推進計画の本編のところで何点かお伺いをしたいんですけれども、本編61

ページの交通安全グッズ、あの黄色のベスト、私、さきの委員会で着用が少ないんじゃないか

というのを指摘させていただきまして、その後、所管として教育委員会と連携を取ってという

答弁もありましたけれども、ここ最近見ると、黄色いベストを着た、きっと１年生なんだろう

なと思うんですけれども、おっ、増えてきたな、多くなったなという実感がありますけれども、

なぜ、まず着用が少なかったのかというのと、あと今後どういうふうに評価して展開をしてい

くのか、その辺を教えてください。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 まず、なぜ少なかったかというところにつきましては、やはりあ

くまで啓発物品という位置づけで、着用については任意という形にしておりますので、なかな

か着用、初めてやるという行いだったので、なかなか定着しづらかったものと考えております。 

 また、今後につきましては、やはり啓発物品という位置づけなので、お仕着せすることはな

かなか難しいとは考えております。どのような方法で呼びかけていくかというところもありま

すのが、あくまで学校側の負担にならないように考えていきたいと、そのように考えておりま

す。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 子供たちが１年生なので、帰る時間がそんなに遅い時間に学校から出るわけ

ではないんですけれども、学童から今度は自宅に帰るときの比較的、この時期でいえば日の落

ちた時間帯に移動しているときに、黄色のベストって目立つんですね。そういう意味では、交

通安全がきちんと身についていない年代の子供たちには一つ有効なものかなというふうに思っ

ています。私、三輪バイクで今、区内は移動しているんですけれども、運転をしている側も歩

道を歩く子供たちが普通の、ふだん着の格好をしているよりも、やはりそのベストをつけてい

るこことで視覚的に入るので、子供たちの動きというのをどういうふうに予測するかという運

転も、運転者側の立場でね、できるので、物としてはすごくいいものだなというふうに思いま

した。 

 今年初の取組でという答弁ありましたけれども、やはり、初めての取組だったからスタート

ダッシュが遅くなってしまったというのは、これ少し残念なことだと思うので、初の取組だと

しても、なぜ子供たちにそういうのを配りたいのかって思ったのかというのを教育委員会と共

有化していけば、おのずと教育委員会側だって、それを察していただける立場であろうし、連

携という部分としては弱かったのかなというふうに言わざるを得ないと思いますので、そこの

ところは今後工夫していただいて、もちろん必ず着なさいというような強制するものではない
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と思いますけれども、視認性のいいもの、まずは子供たちが着ていることで夜間のマラソンラ

ンナーの人たちにも着てほしいなと思うぐらい、視認性のいいものだと思いますので、ぜひこ

れからいい展開していただきたいなと思います。 

 それと自転車なんですけれども、ＴＳマークについてお伺いをいたします。今、ＴＳマーク

の申請者は増えているんですか、減っているんですか、その辺どうですか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 令和６年度の実績でお答えしますと2,073件で、前年度から350件

の減となっております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 結構な減り具合だなと思います。もちろん自転車そのものの台数が減という

のがあるから、分母がどうなってんのかもありますけれども、そこの保険のＴＳマークだけを

見ると350も減っちゃったら大きいなって思うんですけれど、その要因とか課題とか、今後も

うちょっと増やしたいな、どういうふうにしていこうかなって何かありますか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 類推ではございますが、民間の自転車保険の商品が充実したとい

うことが大きく影響していると思われます。ただ、区で行っているＴＳマーク取得助成の重要

な点は自転車整備の部分だと考えておりますので、今後どのような方法で周知を行っていくか、

これは改善が必要だと考えておりまして、本区の事務事業評価でも改善という結果にしており

ます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 そうなんですよね。確かにスマホ、スマートフォンを契約すると、自転車保

険も割安になりますよとかってね、そういうのが出てきているので、保険の面でいったらばそ

ういうのが若干安いのかなと思うんですけれども、やはり今回、このＴＳのいいところは自転

車整備をしなければ保険の対象にならないというところがやはり大きなメリットだと思うんで

すね。ただ、自転車の整備って、１万何がしで買った自転車でも１年たつと6,000円ぐらいか

けて、また整備をしなければいけないというのが私など経験していて、買ったほうが安くねえ

かみたいな、時々感じてしまうこともなくはないんですけれど、ぜひその整備助成も含めて、

これからより自転車持っている人たちが整備しやすい環境を整えていただいて、公共性という

意味では自転車便利なので、もちろん違法駐車の問題とか幾つも課題があるのは分かっていま

すけれども、ぜひ自転車を持っている人たちが安全に、かつ整備もされていて、保険も掛けら

れているというの大事かなって思います。進めていただきたいと思います。 

 それで、あと保険関係でいうと64ページの自転車損害賠償保険なんですけれども、これ区が

やっている、窓口でやっている。区民課のところにも資料が置いてあって、町会を単位に入る

と、町会にもメリットがあるという、そういう保険で、比較的安価で保険が入れるというふう

に私理解をしているんですけれども、なかなかこの保険自体の数というのが伸びていないんじ
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ゃないかなと思うんですけれども、これの加入率とかいうのは所管じゃないから分からないか。

ちょっと分かるか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 委員のおっしゃるとおり、加入率等は交通対策課では把握をして

おりません。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 そうですよね、失礼しました。 

 私のこれ、本当に肌感覚で申し訳ないんですけれども、過去ご相談を受けた生活保護を利用

されている方とか低所得の方たちが保険入っているかというふうに私から聞くと、年間千何百

円、2,000円弱でもやはりそれ結構負担なんだよね、だから、入っていないという方が多いん

ですね。ぜひ、これは交通だけで解決できるものではないですけれども、福祉の視点も持ちつ

つ、かつ保険に加入していただけるようなのを、裾野を広げられるような施策をしていただき

たいなと思いますけれど、その辺はどうですか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 自賠責保険の加入義務については、都条例で定められているとこ

ろでございますが、あくまで対象は全員でございます。現時点におきまして、交通対策課とし

て特定の範囲に絞った広報、周知というのは考えていないところでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ぜひ裾野が広がっていただきたいなと思います。事故を起こせば、事例にも

載っていましたけれども、7,000万、8,000万、9,000万とか本当に１億円近い補償を出さなけ

ればいけない。それを考えたら、そんなの、私だってその１億出せって言われたときに、通常

の支払いじゃ絶対不可能なわけで、やはりここは保険という担保があることが大事なのかなと

思いますので、今日、保険についてはそれぐらいにしますけれど、そういうふうにしていただ

きたいなというふうに思いました。 

 それと最後に、シェアサイクル関連でいうと、私ずっと主張させていただいていますけれど

も、シェアサイクル、公共の自転車だから一定やむなしという結論を出して、しばらくの間、

当分の間は、公有地については無償提供するんだというふうに先ほど説明がありましたので、

一定理解をしました。ただ、だったら、そのほかの受益者負担という言葉が台東区の過去の答

弁でも幾つも出てくるわけで、その視点から考えたらば、やはり受益者負担というところは考

えざるを得ないのかなというふうに思うんですけれども、例えば今貸し出している公有地のポ

ート数の面積というのを、利用料を計算したらどのぐらいになるかというのと、あと、この先

ずっと未来永劫、多分ただですよというのはちょっといかがなもんかなって思うんですけれど

も、どこかのタイミングでそういう使用料を取るということを考えているのかどうか、その２

点教えてください。 

○委員長 交通対策課長。 
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◎清水良登 交通対策課長 委員から第４回定例会でご指摘をいただきましたんで、過去に遡

って確認をしましたが、試算した履歴はございませんでした。国が作成していますシェアサイ

クル導入ガイドラインというものがございまして、そこには国がシェアサイクルは公共性を有

するという位置づけをしておりまして、ガイドラインに使用料を免除とする事例を載せている

という関係から、23区の中でも免除としている区が多いという状況でございました。ただし、

将来的な有償化の方向までを否定するものでは当然ございませんので、他区の動向とかも注意

しながら適宜適切な対応を行ってまいりたいと、そのように考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 今答弁の中で、23区の中で使用料を取っている区があるんだろうなって、ち

ょっとすみません、私、不勉強なのであれですけれども、取っている区もあるんだろうなって

今、答弁の中から聞き取ったんですけれども、やはり受益者負担って、これ会議室の貸し、区

民館の会議室を借りるときだって受益者負担だというのを、これ議会の中でも公言している答

弁ですよ。だから、そのところで考えたらば、じゃあ、受益者負担って、シェアサイクルの公

有地借り上げについてどうなんだというところは、やはり考えていかなければいけないところ

だと思いますので、今答弁をというふうには求めませんので、ぜひ考えていただきたい。ほか

のセクションになるのかもしれません、考えていただきたいなということだけ言っておきます。

以上です。 

○委員長 いい、よろしいか。 

 風澤副委員長。 

◆風澤純子 副委員長 うちの会派も条例廃止は賛成です。 

 ちょっと事前資料のほうでの要望だけ２点お伝えしておこうと思います。パブコメのほうで

結構、具体的な場所と具体的な内容が出ているので、ぜひとも活用していただきたいなと思っ

たのと、あとはやはり駐輪、自転車止めるところが少なくて、今、定期利用で行っている場所

が土日、結構比較的すいているところがあって、ここ止められればいいなと思うところが、例

えば厩橋とか上野駅周辺とか結構見受けられるので、有料化してもいいので、ちょっと土日止

められないか、そこ活用できないかというのを検討していただけたらと思います。以上です。 

○委員長 要望でいいですか。 

◆風澤純子 副委員長 はい、要望です。 

○委員長 これより採決いたします。 

 本案については、原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。 

 なお、報告事項についてもご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○委員長 次に、案件第２、交通対策及び地区整備についてを議題とします。 

 本件について、理事者から報告がありますので、ご聴取願います。 

 初めに、台東区バリアフリー基本構想の評価結果について、都市計画課長、報告願います。 

 都市計画課長。 

◎反町英典 都市計画課長 それでは、都市づくり部の報告事項１、台東区バリアフリー基本

構想の評価結果につきましてご説明させていただきます。 

 恐れ入ります。事前資料１をご覧ください。項番１、趣旨でございます。令和４年度に改定

いたしました台東区バリアフリー基本構想のスパイラルアップを図り、区内の一体的なバリア

フリー化を推進するために、基本構想の中間評価を実施いたしました。また、本評価結果につ

きましては、来年度策定予定の台東区バリアフリー特定事業計画（後期）に反映をしてまいり

ます。 

 項番２、経緯についてです。現行の台東区バリアフリー基本構想は、令和４年10月に策定い

たしました。また、令和５年３月に台東区バリアフリー特定事業計画（前期）を策定し、これ

まで各事業の推進を図ってまいりました。中間評価に当たりましては、バリアフリー基本構想

中間評価委員会を設置し、評価方法を検討の上、評価を実施し、１月に開催いたしましたバリ

アフリー協議会にて評価結果の報告をいたしたところでございます。 

 項番３、評価の体制と進め方についてです。資料記載の図のとおり、学識経験者及び区の関

係部長を委員とする評価委員会を設置し、高齢者・障害者等の団体の皆様にご協力いただきな

がら評価を実施しいたしました。 

 恐れ入ります。２ページをご覧ください。項番４、評価の方法についてです。基本構想で掲

げました。ユニバーサルデザインのまちづくりの実現、心のバリアフリーのさらなる推進、観

光バリアフリーの推進の３つの基本方針を踏まえまして、特定事業の進捗状況、区民へのアン

ケート、ワークショップ、関係団体のヒアリングの４つの指標を用いて評価を実施いたしまし

た。 

 項番５、評価の手段についてです。（１）特定事業計画（前期）の進捗状況報告です。令和

８年度までの特定事業計画において進捗管理を行っております141事業の進捗率は87％となっ

ており、順調に推移していることが確認できてございます。 

 恐れ入ります。３ページをご覧ください。（２）区民へのアンケートです。高齢者・障害者

等、子育て世帯及び一般区民の属性で分類を行い、無作為抽出で2,047件に調査票を配付し、

534件の回答をいただきました。アンケート結果では、施設全体の使いやすさについて使いや

すいというご意見を多くいただきました。また、心のバリアフリーにつきましても、駅や施設

での職員の接遇に配慮があるというご意見を多くいただきました。一方で、鉄道駅でのエレベ

ーターが不便な位置に設置されているとのご意見や、道路での段差や凹凸により歩行がしづら

い、歩行者用信号機の青信号が短いなど、各事業に対してご意見をいただいているところでご

ざいます。 
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 （３）ワークショップです。学識経験者や障害者団体等の皆様にご協力をいただき、三ノ輪

地区と浅草地区の２か所でワークショップを実施いたしました。駅のホームドアの整備や職員

の案内、バリアフリートイレの整備等が評価される一方で、スーツケースやキャリーケースを

持ち歩く観光客が多く、施設やエレベーターの混雑を指摘する意見がございました。また、道

路では、歩道の放置自転車や自転車の通行が歩行者にとって危険であるというご意見もいただ

いたところでございます。 

 恐れ入ります。４ページをご覧ください。（４）関係団体へのヒアリングです。障害者団体、

高齢者団体及び観光案内所等を対象に、バリアフリーに関するヒアリングを実施いたしました。

ヒアリングでは、バリアフリートイレの設置や道路の整備が進み、移動しやすい箇所が増えて

きたという意見がある一方で、自転車のマナー啓発や障害特性に応じた対応を求める意見がご

ざいました。また、観光案内所では、観光客から鉄道駅での乗換えの案内や観光施設へのバリ

アフリー経路等の問合せが多いというご意見もいただいたところでございます。 

 項番６、評価のまとめについてです。（１）基本方針に即した検証・考察です。こちらでは、

個別の基本方針ごとに考察、検証を取りまとめてございます。 

 恐れ入ります。５ページをご覧ください。（２）総括評価です。総括評価としましては、特

定事業計画（前期）の進捗率が87％あり、ヒアリングやアンケートでもハード、ソフトの両面

でバリアフリー化が進んだと回答を得られているため、一定の評価はできると考えられるとい

うご意見いただいてございます。しかし、一方で施設の使いやすさという点では、まだ課題が

あり、心のバリアフリーについても、障害の社会モデルの理解や、外見から分かりづらい障害

への理解や対応が求められているという評価をいただいております。また、観光バリアフリー

の推進につきましては、観光客から鉄道駅間や観光施設等への情報案内の充実が求められてい

ることから、今後も各事業者と連携しながら事業を推進していくことが求められていると評価

をいただいてございます。 

 項番７、予算額（案）です。こちらは記載のとおりでございます。 

 項番８、今後の予定です。４月よりバリアフリー特定事業計画（後期）の策定検討を開始し、

第４回定例会の本委員会に中間のまとめをご報告いたします。その後パブリックコメントを実

施し、令和９年１月の定例会の本委員会に最終案をご報告し、３月に特定事業計画（後期）を

策定する予定でございます。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 中澤委員。 

◆中澤史夫 委員 バリアフリー、すごく重要な課題だと思います。今回のアンケート調査で

87％が達成している、進捗しているということで、すごく大事なことだし、進んでいるなと思

います。本編の中で、浅草公会堂の男性用のトイレにサニタリーボックスの設置というのも、

私も委員会で発言させていただいて、庁内には設置していただいていることがありましたので、

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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その辺もしっかりと進めていっていただければなと思うのと、あと三ノ輪の交差点のところの

エスコートゾーン、あれも２年半ぐらい前に１回お声いただきまして、障害福祉課のほうと連

絡取られまして下谷警察のほうに申し入れさせていただいて、先日見たら、もうついていると

いう、ついたのを教えていただけなかったのがちょっと寂しかったんですけれども、ただ、ど

うしても所管が違うので、警察の動きですからね、これはしっかり入れられたので、あそこ、

ようやく４本、しっかりついたということで、先日、連絡させていただいたら喜ばれていまし

たので、そういう面では今後も進めていただきたいと思います。 

 課題となっている鉄道のエレベーターの位置とか、あと男性トイレにつけるベッドですね、

おむつ替えのベッドとかも、いろいろなところで要望していますけれども、スペースがどうし

ても決まってしまっているのでね、そこになかなかつけられないとか、あとエレベーターに関

しても設置が大変だとかって、いろいろあります。そこはもうかなり前から課題にはなってい

るんですけれども、そこも難しいですけれども、しっかり進めていっていただければと思いま

すので、今後ともしっかりと皆様のご意見聞きながら通行しやすい、先ほどの自転車もありま

したけれども、そういう意味では全部含めて、本当に皆様が、台東区内で住む方も来られる方

も安心に過ごせるように頑張っていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 要望で大丈夫です。以上です。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 幾つかあるんですけれども、本編の、何ページだ、37ページにもあるんです

けれども、アメ横の飲み屋でテーブルと机を出して道路が不法占用され、放置自転車などもあ

り歩きづらいというふうになっていますけれども、確かにほかの委員会でも指摘していますけ

れども、やはりバリアフリーという視点から見ても、こういう要望とか現状、そして、こうな

んだよというのが区に対して上がってきているというのは、これ大きな課題だというふうに私、

認識をしていますけれども、この辺について産業振興という視点になるのかな。過去の委員会

でいえば産業振興課が答弁していたりするのでって思うんですが、バリアフリーという視点が

中心に、区の施策の中心に置かれれば、こういうところも解決しなければいけないというよう

に思うんですけれども、今後どういうふうにその辺を進めていこうとお考えでしょうか。 

○委員長 都市計画課長。 

◎反町英典 都市計画課長 お答えいたします。 

 やはりバリアフリーの推進につきましては、非常に必要な、重要な政策だと思ってございま

す。それにつきましては、これまでも計画をしている中でなかなかできない、整備できていな

いバリアフリーの状況もございますので、今回の案件も含めまして各所管、関係機関と連携を

取りながら、バリアフリーの推進については引き続き努めてまいりたいと思います。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 商売されている方からいえばね、外にテーブル出したほうが利益が上がる。

まちを見ると、それのほうが活気があっていいじゃないかというふうに思う声もなくはないで

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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す。ただ、やはり人が歩くところで回遊性の問題とか利用、利便性の問題とかね、障害がある

方が歩きづらいというふうに思っているということは、健常者も少し視点を変えれば、本当に

心のバリアフリーがもっともっと進んでいけば、そういうところも解決できるのかなと思いま

すので、ぜひこれはもう所管だけでは解決できないところなので、上手にね。もちろん商店街

さんたちもいろいろ考えているというのは伺ってはいますけれども、ぜひ考えていただきたい

なって思います。 

 それと、このバリアフリーの問題って台東区内だけが解決すれば、もしくは方針が決まれば

それでいいのかっていったらそういうわけじゃなくて、谷中に住んでいる方が根津駅、根津二

丁目の根津駅ですね、文京区の、その駅を使う全盲の方が根津二丁目の交差点、根津駅に行こ

うと思っているんだけれども、点字ブロックが信号のところで途切れちゃって、駅まではもち

ろん今すぐには今は行けるけれども、何でないんだろうというふうに疑問を投げかけた方がい

ました。それについては今も実は解決していなくて、文京区側にもまた改めて言わなければい

けないんかなって思うんですが、この方針を決めていく過程の中で、隣接区の所管の役所の方

が参加する会議とか、もしくは台東区側がほかの区の会議に参加したとか何かそういうのとい

う、連携性というのかな、関係性というのはあるんですか。 

○委員長 都市計画課長。 

◎反町英典 都市計画課長 お答えいたします。 

 これまでもバリアフリーに関していろいろなご意見があった際には、近接の状態につきまし

ては各区のほうと連携を取りまとめているところでございます。また、各自治体とも都が主催

しますバリアフリー担当者の連絡会などを通じて、情報共有を行ってございます。加えまして、

荒川区さんとになるんですが、お互いのバリアフリー協議会の委員となってございまして、台

東区のほうは荒川区のバリアフリー協議会、荒川区さんのほうは台東区のバリアフリー協議会

の委員ということで、双方の連携も図ってきているところございますので、引き続き近隣区と

は連携を図りながらバリアフリーの推進に努めてまいりたいと思います。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ぜひ文京区さんともやっていただいて、文京区、交通の面でもめぐりんが文

京区走っていたり、もちろん区民が文京区に移動してというのがあるので、隣接区とは双方の

関係をつくっていただきたいなというふうに思います。 

 それと、これは最後は１件になるんですけれども、本当に心のバリアフリーって進めそうで、

すごく進めづらいなというふうに思ったのが、音響式信号がついている、それも根津二丁目の

交差点で、これ私が使っていて、すごく心ない言葉で、私自身の心が痛んだんですけれども、

小さな子供が健常の親と一緒に信号を渡る訓練をしていたんですね。そのときに音響式信号の

ピヨピヨって鳴るボタンはここだよというふうに、健常である親が子供に教えていたんですね。

そこに私も一緒にいて、そのときに一緒の方向に進もうとしていた方が、目が見えるくせに何

やってんだという言葉を、その子供と親御さんに投げかけたんですね。親御さんはすごくびっ

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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くりした顔をしていました。子供はきょとんとした感じでした。でも、私自身はすごくその言

葉ってショックで、吐いた言葉をその人にどうやって戻してあげようかって思って、一応この

子供は今こういう訓練しているみたいですよというふうに投げかけて、その方は何も言わずに

去っていっちゃったんですけれど、やはりそういう言葉をかけてしまう人がいるということは、

まだまだ言葉とかその心のバリアフリーというところでは進められていない。それが台東区の

方なのか、ほかの自治体の方なのかは知りませんけれど、そういう言葉がすっと出てしまうと

いうのがすごく残念でした。 

 ぜひ、伝える方法ってすごく難しいとは思うんですけれど、心のバリアフリーが広がる施策

って、もう本当に台東区というか、もうこれ国を挙げて全力的にやっていただきたいなという

要望だけさせていただきます。以上です。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 今回ですね、この中間評価報告書の中にもかなり出てくるんですが、先ほ

どちょっと鈴木委員も言いました視覚障害者誘導用ブロック、点字ブロックなんですけれども、

これの設置をしてほしいって、進めていくということはとてもいいことなので、ぜひやってい

ただきたいと思っております。 

 その中で、ただ、実際設置された後のことなんですけれども、やはり特に都道ですとか国道

などを見ると、なかなか点字ブロックが剥がれてしまっている状態が長期にわたってある。も

ちろん気がつけば、私のほうは、区なりなんなり通して直していただくことはしているんです

けれども、やはりそれがいろいろな広範囲になかなか剥がれてしまっていて、それに関してベ

ビーカーがちょっと難しかったり、年配の方がつまずいてしまったりという事例をちょっとお

聞きします。そういう意味で現在、都道や国道についてはどのようにしているのか、教えてく

ださい。 

○委員長 都市計画課長。 

◎反町英典 都市計画課長 お答えいたします。 

 道路のほうの整備につきましては、基本構想の中でも整備済みの路線についても適切な補修、

維持管理を継続していくというふうにうたってございます。現在、各道路管理者につきまして

も定期的な点検をするとともに、利用者の方からの問合せなどに応じて適切な維持管理に努め

ているというふうに聞いてございます。 

 また、都市計画課が今回、区としましてはバリアフリーの所管でございますので、ご要望い

ただく際には、道路管理者のほうに情報共有をして、維持修繕に働きかけを行っているところ

でございます。 

 また、本日、委員からいただいたご意見につきましても、道路管理者には伝えてまいりたい

と思います。 

 また、今後もバリアフリーにつきましては、皆さんのご意見いただきながら、バリアフリー

協議会と大きな会議体もございますので、こちらのほうで各管理者と連携を取りながら、適切

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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な維持管理に努めてまいりたいと思います。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 そうなんです。もう特定事業計画の中にも適切な補修、維持管理はうたっ

ているんですけれども、やはり実際見たときに、あっ、ここは危ないんじゃないかというのを

やはり目にするので、できれば定期的にしっかりと進めてほしいって、都や国のほうにも要望

していただきたいと思います。以上です。 

○委員長 石原委員。 

◆石原喬子 委員 私からは１点要望なんですが、30ページの区立小・中学校、ハード面の部

分でエレベーターのことが書かれているんですが、こちらもいろいろな所管と連携してぜひ進

めていただきたいんですが、パラスポーツの方が体験だったりでいろいろ学校、小学校だった

り、中学校に来てくれることって多くあるんですけれど、そのとき、やはり片足、もう車椅子

に乗っていて使えない方が、エレベーターがなくて、全員がけんけんして階段を上がっていく

とか、いろいろな歓送迎会だったりとか、そういった行事のときに高齢の方がはあはあ言いな

がら上まで上がっていただくという。誰もがやはり安心して安全に使える施設としてはしっか

りと、これから整備がもう計画に入っている学校はいいんですけれども、まだ計画に入ってい

ない学校もたくさんありますので、ぜひ前向きに進めていただければと要望して終わります。

以上です。 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、持続可能な地域公共交通のあり方検討について、都市づくり部副参事、報告

願います。 

 都市づくり部副参事。 

◎小河真智子 都市づくり部副参事 それでは、持続可能な地域公共交通のあり方検討につい

てご報告いたします。 

 事前資料２をご覧ください。初めに、項番１、台東区地域公共交通のあり方庁内検討会での

検討結果です。昨年４月に関係所管で構成する庁内検討会を設置し、昨今の社会的背景課題を

踏まえ、本区の交通に関わる現状把握及び課題分析をした上で、おおむね今後10年間の本区に

おける持続可能な地域公共交通の在り方を検討してきました。検討の結果、現在、本区の交通

利便性は高く、めぐりんの運行を維持することで区民や来街者などの移動を確保することが可

能であるが、多面的な視点で評価すると、一部、交通課題を抱える地域があることを確認いた

しました。今後は地域の交通課題の解消を図るとともに、社会情勢の変化を見据え、自動運転

等新技術の活用研究及び新たな交通手段導入に向けた検討を進めてまいります。 

 なお、現状分析や課題把握の詳細につきましては、別添資料にまとめておりますので、後ほ

どご確認ください。 

 次に、項番２、今後の方向性です。（１）短期的な取組です。令和８年度から10年度までの
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３か年で、本区の中で交通課題を抱える地域である北部地域において、交通ニーズの把握及び

課題分析を深度化するとともに、将来的な交通人材不足等を見据えた自動運転等新技術の活用

研究を行います。また、各地区のまちづくりの状況に応じてグリーンスローモビリティ等、新

たな交通、移動手段の導入を含めた交通機能の検討を行います。 

 （２）中長期的な取組です。短期的な取組の結果を踏まえ、地域の交通課題に対応し、めぐ

りん等既存公共交通への応用の可能性も含め、自動運転の走行等を見据えた新たな交通手段導

入の実現を目指します。 

 次に、項番３、予算額（案）です。対象地域を中心とした区民へ交通に関するアンケートの

実施、及び自動運転等新技術の活用研究に関わる委託費として2,623万5,000円を計上しており

ます。 

 最後に、今後の予定は記載のとおりです。 

 ご報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 石原委員。 

◆石原喬子 委員 今後の方向性の１番、短期的な取組の部分で１点お伺いいたします。 

 先日、清川地区の町会連合会の意見交換会というのがありまして、今後の地域交通について

モノレールのような、新たな交通手段とか船の活用など、様々なご意見が出されていて、地域

の移動手段への関心の高さをとても感じました。今回、北部地域を対象に交通ニーズ調査を実

施するとされていますが、今後の方向性を検討していく上では、幅広い世代、生活実態を把握

することが重要と思っております。最近はマンションの増加によって人も増えており、今でも

めぐりんだったり、都バスがもう満員で１本、２本待つという声が多く聞こえております。こ

れまでも生活の足として役割はあったんですけれども、使いたい人が使いたいときに行きたい

場所へ移動できるという環境の重要性を考えた上で、ぜひ、ぜひというか、どのようなアンケ

ートの取り方だったり、工夫を考えているのか、教えてください。 

○委員長 都市づくり部副参事。 

◎小河真智子 都市づくり部副参事 今回のアンケートにつきましては、一般的に北部地域と

言われます清川地区、また、周辺の馬道地区を対象といたしまして、アンケートをさせていた

だきたいと考えております。今回のアンケートの中では現状の移動の実態と併せまして、やは

り潜在的なニーズというところも含めてお聞かせいただきたいと思っておりまして、希望の移

動であるとかいうところも併せてヒアリングしてまいります。先ほど委員がおっしゃったとお

り、より多くの区民からのお声を拾うというところはあるかと思っておりまして、約３万

6,000世帯ございますけれども、1,000のサンプルというか、からを目標といたしまして、アン

ケートのほうの回収を目指していきたいと思っております。やはりアンケートの回収率という

のを上げることが、より多くの区民のお声をお聞かせいただくということになるかと思います

ので、回収を上げていくといったところにつきまして、地域の方々へのご協力であるとかお声
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がけ等を工夫してまいりたいと考えております。 

○委員長 石原委員。 

◆石原喬子 委員 ぜひ自由欄なども設けて幅広く意見を吸い上げていただいて、ぜひ結果が

出ましたら、しっかりと課題を分析していただいて、交通のビジョンが見えてくるような検討

になることを期待していますので、お願いします。以上です。 

○委員長 よろしいか。 

 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 一昨年前に谷中でグリスロの社会実験をやって、ちょっとあまり詳細覚

えていないですけれども、結構２週間ぐらいでしたっけ、やって、かなり地元の住民の方もご

利用されたし、来街者も利用されたし、評判はすごくよかったと思うんですね。その中で様々

アンケート結果も、かなり満足しているという人がたしか90％以上で、これが本格導入される

んじゃないかというふうに期待をしていた住民の方もいました。課長からも事前に話を伺いま

したけれども、やはり、じゃあ、誰が運転するのとか事故の危険性とか、どうやってリスクを

回避していくのかとか、もちろん様々な課題があると思うんですけれども、今回は、何ですか、

地域の課題、何だったっけ、ここに書いてあったのは、交通課題を抱える地域ということで、

北部地域のニーズ調査というところが令和８年度に実施される予定ですけれども、谷中もぜひ

あれだけの社会実験をやって、あのまま何も音沙汰がなくて、結構いろいろな声が上がってく

るんですよね。 

 ニーズ調査というのは谷中の課題でいうと何かっていったら、端的に言えば、やはり坂が多

いということなんですよ。なので、その坂の移動手段として何か足になるようなものがあれば

なという方は、やはり特にご高齢者とか足の不自由な方の声というのはいまだにあって、例え

ば最近だとグリスロじゃなくてもパーソナルモビリティがかなり進化してきて、安全性も向上

してきているじゃないですか。値段も当初出たときよりはかなり値段も下がってきているので、

うちの青鹿議員も自家用車として使っていますけれども、やはりかなり便利なんですよね。例

えば今後、そんなにすぐは難しいと思うんですけれども、谷中の区民館みたいな、ああいう公

共施設などに、例えばですよ、５台、10台置いておくことができたら、それがレンタルするよ

うなことができたら、日暮里駅まで行くのも楽になったりとか、ご高齢者の方も行動範囲が広

くなるんじゃないかなという効果があると思うんですよね。そういった期待も含めて、今後ど

のようなことを新たな、ここに、交通手段の導入を含めた検討を行うというふうに書いてある

んですけれど、課長の今後の構想というか、どのようなビジョンを掲げているのかなというの

を、ちょっと思いを聞かせていただければなと思います。 

○委員長 都市づくり部副参事。 

◎小河真智子 都市づくり部副参事 委員のおっしゃるとおり、谷中地区におきましても交通

の不便性があるというところは承知しております。今回、各地区別、また、多面的な比較とい

うことで、区の全体の交通の現状といったところを把握させていただいたところでございます。
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別添にもございますとおり、そうですね、53ページのところにでも、多面的なまとめというと

ころで、そこの中から北部地域のところが、各課題のところがちょっと大きいというところで

選ばせていただいております。本区の財源であるとか、あとは資源といったところもございま

すので、優先というところで、まず北部地域のところで取り組んでいきたいというところで考

えておりまして、こちらのほうで得られました知見といったところを順次ほかの地域にも展開

していけるようにということは考えております。また、各まちづくりといったところでも、そ

れぞれ移動であるとか、あと交通であるとかっていったところについて、まちづくりの中で親

和性がある施策につきましては連携してやっていきたいというふうには考えております。です

ので、谷中につきましても今後、親和性のある施策といったところを関係所管と連携して考え

ていきたいと思っております。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 新たな交通手段というところでは…… 

○委員長 都市づくり部副参事。 

◎小河真智子 都市づくり部副参事 今すぐに、やはり一番ニーズとして何があるのか、また、

それの効果ですね、費用対効果もそうですし、持続可能性といったところ、大変重要かと考え

ておりますので、そういった面もいろいろご意見をいただきながら、各所管と連携して考えて

まいりたいと思っております。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 分かりました。よろしくお願いします。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 かなり苦しい答弁だったなと思います。 

 北部地域の３万6,000世帯の中でアンケートをこれから取り方考えていくよという認識であ

るんですけれども、簡易宿泊所を利用されている方たちもこのアンケートの対象になっていく

んですか、考え方として。 

○委員長 都市づくり部副参事。 

◎小河真智子 都市づくり部副参事 基本は区に住民登録されている方を対象に、幅広い世帯、

幅広いエリアですね、偏りなく、ご協力いただきたいというふうに考えておりますので、登録

されている方については対象になると考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 簡易宿泊所に住んでいて、台東区に住民票がある方は対象になるというふう

に、分かりました。その認識、分かりました。結構もちろん浅草、東武浅草駅に行く旧乙バス、

これも混んでいるのは知ってはいるんですけれども、南千住に行く路線も結構朝晩混んでいま

して、びっくりしました。南千住への本数もそんなに多いわけではないし、逆にぐるっと迂回

をすることで結構時間かかるんだというのも聞いて、実車したら結構、荒川区のマンション群

をぐるっと迂回していくので、南千住の駅まで歩いたほうが早いのかなというのは感じていっ
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たところでもありますけれども、多くの人たちが南千住に出るか、浅草に出るかというのが多

分、北部の方たちの経路としては多いのかなと。あと三ノ輪もありますけれど、多くはそちら

なのかなと思いますので、ぜひ多くの方にアンケートを取っていただきたいなと思うのと、谷

中地域のことは本当に同時進行で何でアンケート取らなかったんだろうというのが、逆に私な

どは不思議で、同じような時期にタクシーを使ったものとグリーンスローモビリティを使った

ものを実証実験やっているのに、何でタイム差をつけてアンケートを取るんだろうかというの

は、ちょっと私は解せないというか、もう不思議でしようがないなとは思いました。ただ、１

回アンケートを取って、そのことをまた集約しつつ、アンケートの集計方法も、アンケートの

内容も考えていくというんであれば、まあしようがないのかなと思っていました。本当に谷中

の上、下に上がるところでいえばね、もう全住民に電動自転車配ってくれりゃいいのにって、

冗談話でも出るぐらい、上下間では不便さを感じているという地域なので、ぜひいろいろなこ

とを考えていただきたいなというふうに思います。以上です。 

○委員長 ほかに、中澤委員。 

◆中澤史夫 委員 すみません、１点だけ。北部地域の方からご意見があったんですけれども、

北部地域で旅行に来られる方がいわゆる大きな荷物を持って、ちょうど時間帯的には出勤する

時間と同じぐらいの時間帯に皆さん時刻表を調べてこられるみたいで、先ほどもありましたけ

れども、地元の方が乗れないという状況が多々あるらしいんですよ。なかなかそこの調査とい

うのは難しいじゃないですか。住民の方から出ると思うんですけれども、確かに旅行される方

は取れないので、そこもしっかりと、ちょっと把握していただければなと思いますんで、要望

しておきます。以上です。 

○委員長 よろしいか。 

          （発言する者なし） 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、東上野四・五丁目地区まちづくりの取組状況について、地域整備第一課長、

報告願います。 

 地域整備第一課長。 

◎長廣成彦 地域整備第一課長 それでは、東上野四・五丁目地区まちづくりの取組状況につ

いて説明いたします。 

 資料１をご覧ください。初めに、項番１、エントランス街区のまちづくりでございます。

（１）概要です。本事業は、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的な実施により、上

野と浅草をつなぐエントランスにふさわしい広場等の整備、にぎわい等の創出、緑豊かな空間

の拡充などを図るものでございます。また、上野地区の都市空間再編におけるリーディングプ

ロジェクトとして、上野駅周辺の基盤整備や浅草通り周辺のまちづくりの進展につなげていく

ことを目的とております。 
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 （２）現況でございます。再開発準備組合では、都市計画決定に向けた施設計画等の検討を

段階的に進めております。また、区は、他組合委員や事業協力者と連携しながら、エントラン

ス街区のまちづくりに取り組んでおります。 

 （３）区の取組です。今年度は区権利床の活用可能性の検討に向け、先進事例調査や民間事

業者のヒアリングを行っております。それらの状況を踏まえまして、来年度は区権利床の活用

の方向性の検討及び歩行者ネットワークの拡充に係る基礎調査に取り組む予定でございます。 

 恐れ入ります。２ページをご覧ください。次に、項番２、土地区画整理事業でございます。

（１）旧下谷小学校跡地の整地状況でございますが、本年３月に敷地全体の整地が完了する予

定でございます。 

 （２）旧下谷小学校跡地の埋蔵文化財調査でございますが、発掘調査は昨年12月に完了し、

来年度は引き続き出土品の整理作業等を進めてまいります。 

 （３）警視庁への土地売却の状況です。下の図を併せてご覧ください。敷地の中ほどの細長

い土地363.85平方メートルについて、本年２月に警視庁と土地売買契約を締結いたしました。 

 （４）警視庁の取組状況でございますが、警視庁は昨年７月より上野警察署庁舎改築工事の

実施設計に着手しており、令和９年４月に改築工事に着手する予定と聞いております。 

 項番３、予算額（案）といたしまして１億2,742万円を計上させていただいております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、朝倉彫塑館通り沿道におけるまちづくりについて、地域整備第三課長、報告

願います。 

 地域整備第三課長。 

◎行天寿朗 地域整備第三課長 それでは、都市づくり部の４番、朝倉彫塑館通り沿道におけ

るまちづくりについて説明いたします。 

 資料２をご覧ください。項番１、これまでの取組についてです。朝倉彫塑館通りでは、防災

性向上を図りつつ、特徴的な景観を生かしたまちづくり推進しております。沿道に位置する

（仮称）朝倉彫塑館通りふれあい広場、以下、ふれあい広場につきましては、設計を進めてい

るほか、機運醸成のため、愛称公募等を実施いたしました。また、すぺーす小倉屋については、

改修工事を進めているところでございます。 

 項番２、ふれあい広場の愛称投票実施結果についてです。前定例会でご報告したふれあい広

場の愛称募集ですね、その結果106点の応募がございました。その後、過日実施した愛称選定

ワークショップにおきまして、当初３作品選定いただくと私ご報告いたしましたが、最終的に

は４作品が候補に残りまして、ワークショップご参加の皆様の意向に基づきまして、次の４作

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－23－ 

品、はつね こうの広場、みんなの庭、谷中縁庭、谷中ひだまりぽけっと、以上４作品が優秀

作品に選定されました。１月30日金曜日から２月26日木曜日までの期間で、愛称投票を今実施

してございます。この４作品、候補として投票を受け付けており、最も投票の多い作品、愛称

として決定させていただきます。 

 項番３、令和８年度の主な事業内容についてです。令和８年度、主に次の事業を実施いたし

ます。（１）番、ふれあい広場及びすぺーす小倉屋について、①番、ふれあい広場です。ふれ

あい広場については、令和９年３月末の運営開始を目指しております。今年度行っております

実施設計に基づきまして、整備工事、来年度実施いたします。 

 恐れ入ります。３ページご覧ください。計画図はつけております。こちら、広場の奥の西側

から朝倉彫塑館通り側を見たパース図になります。広場のスペースはいろいろなところ、各所

にベンチもしくはひさし代わりのパーゴラを設けた憩いの場所を設けております。運営事業者

が提案してきているコミュニティファームにつきましては、この絵の左側のほうになります。

レイズドベッドを設置しまして、菜園活動を行う予定となっております。また、夏場に涼を取

っていただけますよう、広場に続く通路等にドライミストを設置する予定としております。建

物については朝倉彫塑館通りの町並み、壁面位置がそろうように、ラインがそろうように配置

しておりまして、色調も沿道と景観が調和したカラーイメージにしております。 

 恐れ入ります。４ページをご覧ください。こちらは上から見た配置図、それから、その下に

建物の側面図をおつけしております。朝倉彫塑館通り側には、建物の軒下には縁側を設ける予

定です。自由にくつろいでいただける空間づくりを行っております。建物内、フリースペース

としまして１階にはコミュニティガーデン、菜園で取れた野菜などを調理できるキッチンを設

置する予定となっております。 

 以上、計画図の説明となります。現在、設計中のものにつきまして今後、変更が生じる可能

性ございますが、現状このような形で考えてございます。 

 恐れ入ります。１ページへお戻りください。②番、すぺーす小倉屋につきましては、令和９

年７月の運営開始を目指しております。今年度に引き続き改修工事を実施してまいります。 

 ③番、両施設共通の取組といたしまして、運営開始に向け、地域の機運醸成を図るため、今

年度に引き続きましてワークショップを実施してまいります。 

 恐れ入ります。２ページをご覧ください。（２）番、景観形成の取組についてです。これま

で実施しましたアンケート等に加えまして、歴史及び生活文化資源に関する調査により抽出し、

整理しました地域の特徴や谷中らしさの構成要素、これを反映した景観形成を図ってまいりま

す。そのため、修景基準素案の策定に着手するとともに、谷中らしい景観の在り方について検

討を深めるため、調査や地域との協議を行ってまいります。 

 項番４、予算額（案）として記載の額を計上しております。 

 項番５、今後の予定です。新年度に入りまして、４月以降、ふれあい広場の整備工事、すぺ

ーす小倉屋の改修工事を進めていくほか、両施設の運営に向けた機運醸成のためのワークショ
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ップ実施してまいります。その後、令和９年３月、ふれあい広場の運営を開始したいと考えて

おります。７月には、すぺーす小倉屋の運営を開始する予定でございます。 

 説明は以上になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 朝倉彫塑館通りね、着々と進んでいるな、議会報告の中でもありますし、現

地見させていただく中でも、先日も遺贈地のふれあい広場の掘った状況がこういう今、現状こ

ういう状況になっていますよというのを見学会もありまして、もちろんすごくオープンなスペ

ースですけれど、オープンにやったわけではないですけれども、そういうのがありました。地

域の方たちとディスカッションする中で、大分、遺贈地のことと小倉屋のことは、地域の沿道

に住んでいる方たちは認識を持っているなと思うんですけれども、その沿道に住む方たちとの

情報共有というのは今どういうふうに進めているのか、教えてください。 

○委員長 地域整備第三課長。 

◎行天寿朗 地域整備第三課長 お答えいたします。 

 地域住民の方々、近隣の方々との情報共有につきましては、主立ったものとして朝倉彫塑館

通り沿道部会、まちづくり協議会の中にある部会がございます。こちらの中でご報告するほか、

先ほど報告の中にあったワークショップ、これが月１回程度実施してございます。これ谷中の

方々を対象にワークショップ実施しておりまして、その中で特に報告をしているものになりま

す。それ以外には施設それぞれの小倉屋ですとか広場の施設のほうに掲示をしていたんですが、

小倉屋はちょっと工事が始まりましたので、今はちょっと掲示ができていないという状況です。

それ以外についても区のホームページには、折につけまして、主立った調査ですとか工事の進

捗、ワークショップの実施結果につきましては今掲載しておりまして、今後も適宜周知してま

いります。引き続き丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 沿道の部会の含めて、沿道に住んでいる方たちへの周知と、またホームペー

ジは比較的広い面での人たちで共有できるので、分かるんですけれども、例えば谷中のまち協

の人たちも含めて、三課も手伝っている通信、谷中の住民の地域に全戸配布している通信など

で今の現状とかお知らせとか、そういう方向性というのは今はまだないんですか。 

○委員長 地域整備第三課長。 

◎行天寿朗 地域整備第三課長 お答えいたします。 

 いわゆるまちづくり通信というレター的なものだと思うんですが、朝倉彫塑館通り沿道から

もう少し広げた範囲に対して、年に一、二回、令和５年度以降、朝倉彫塑館通りまちづくりニ

ュースレターというもので、まちづくり通信のもので、まちづくりの状況については、近隣の

方々にポスティングして配布しているという状況でございます。 

○委員長 鈴木委員。 
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◆鈴木昇 委員 ぜひ広く、やはり紙ベースでも見ると、改めてというのもありますので、必

要なのかなと思いますので、もちろん予算の関係もあるでしょうけれども、そんなにべらぼう

な金額かかるわけではないでしょうから、やっていただきたいなと思っています。 

 かつ、この朝倉彫塑館の沿道のことで、ちょっと案件としては次の案件になってしまうんで

すけれども、自転車通行空間というのが朝倉彫塑館通りも含めて、六阿弥陀とかキッテ通りと

か出ますけれども、自転車通行空間の整備というのが今後進んでいくというふうに、この後の

報告でもありますけれども、実際に三課がつくるまちづくりという視点で考えて、自転車通行

空間とか青いラインを引いていくこととか、今グリーンラインが引いてあるのとの整合性とか、

幾つか課題あんのかなと思うんですけれど、まちづくりの視点から自転車通行空間については

どう、何かお考えはありますか。 

○委員長 地域整備第三課長。 

◎行天寿朗 地域整備第三課長 谷中のまちづくりの部分、その視点というところで私から答

弁をいたします。 

 自転車活用推進計画については、交通対策課が所管する区の計画でございます。その谷中で

もキッテ通りとか彫塑館通りとか、六阿弥陀通りとかが路線として選定されている部分があり

ますが、公共施設のアクセスへの観点とか、また、必要性、実現性を踏まえて路線は選定され

ておりまして、その内容については当課でも確認、連携はしております。 

 自転車の通行空間を整備してほしいという話を当課が、私であったり、当課が直接、住民か

ら今まで聞いてはおりません。ただ、谷中のまちづくり協議会の中に交通対策部会という部会

がございます。その中では自転車ですとか自動車と歩行者の共存をというような話合いがなさ

れております。主に意識的な、マナー的な啓発とか、そういうことが主軸でお話合いはなされ

ているんですが、そういう交通対策部会で話し合われていることの趣旨とも今回の自転車活用

推進計画の内容につきましては合うというふうに考えております。したがいまして、今回の計

画につきまして、私どものほうから路線を選定したというわけではございません。ただし、交

通対策課の考え方については、当課も共有し、連携しているという状況でございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ぜひ、所管が違うとなかなか思いも伝わらなかったりというのはあるんだろ

うなとは思うんですけれども、情報を共有しながら、住んでいる人たちが使いやすい制度とい

うのかな、ものにしていただきたいなって思いますので、ぜひ、交通部会を通してなのかな、

まちづくり協議会にもお伝えいただいて、そのときには三課だけが出席して状況を伝えるんじ

ゃなくてね、交通対策の担当もこういう趣旨なんですよというのをきちんと伝えていただきた

いなと思います。多くの人ね、裾野が広がるようなお伝えの方法というのをぜひ模索しながら

議論していただきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

○委員長 ないですか。 
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          （発言する者なし） 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、台東区循環バス「めぐりん」停留所におけるデジタルバス停の試験導入につ

いて、交通対策課長、報告願います。 

 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 それでは、台東区循環バス「めぐりん」停留所におけるデジタル

バス停の試験導入についてご説明いたします。 

 恐れ入りますが、資料３をご覧ください。初めに、項番１、背景です。めぐりんの停留所に

は、路線図や時刻表などの必須情報のほか、迂回運行等の告知情報を掲示していますが、時刻

表などを避けて掲示するため、支柱や枠外などに告知情報を掲示せざるを得ない状況でござい

ます。また、告知情報の掲示作業は頻度が多く、業務負担が大きいという課題もあるため、こ

のたびデジタルバス停の試験導入を行うものでございます。 

 次に、項番２、デジタルバス停の概要でございます。（１）ビーコンを積んだバスが停留所

を回ることで、停留所の情報が自動で書き換えられます。 

 （２）太陽光パネルによる給電で運用できます。 

 （３）無停電でも表示を継続できます。 

 次に、項番３、設置箇所及びデジタルバス停のイメージ図でございます。設置場所につきま

しては、台東区役所、台東病院の２か所を考えております。 

 なお、設置イメージ及び仕様を資料に掲載させていただきました。後ほどご覧ください。 

 次のページをご覧ください。項番４、サイネージの表示内容案です。停留所名、路線図、時

刻表のほか、迂回運行などの告知情報を表示させる予定でございます。 

 次に、項番５、予算額（案）は442万7,000円です。 

 最後に、項番６、今後の予定です。本年の４月から10月にかけて設置工事を実施し、運用開

始とする予定でございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 こういうバス停のデジタル化というのは、都バスでもぽつりぽつり見えてい

るものなので、まためぐりんもいずれあるんだろうなと思っていたら、こういう試験導入とい

うのありましたけれど、今は、日立自動車さんとかがめぐりんが始まる前に会社の車で回って

掲示板、ああ、掲示板というか、時刻表に貼り出しをしたり、時々剥がれているのを見ると大

丈夫かなって思ったりというのがあるので、一定こういうのが増えていくんだろうなというふ

うには思ってはいますけれども、今回、試験導入をして、試験導入後、利用者アンケートとか

事業所アンケートとか、何かそういうので、どういうふうにこれを評価していくのか、何かそ
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ういう手だては考えているんですか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 具体的なテスト設計はこれから考えていくところではございます

が、ただいま委員おっしゃったとおり、利用者から見た利便性、視点というのも大事かと思い

ますので、テスト設計の中で考慮してまいります。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ぜひお願いします。都バスのやつで何駅前に何行きのバスが出ましたという

のも、このビーコンというのを積んでいるというのを聞きまして、ああ、そうなんだって、実

はこれを機に勉強したところであるんですけれども、利便性が上がることはいいことだと思い

ますし、ただ、データが更新されない状況というのがどういう状況なのか、ちょっと私分かり

ませんけれども、もしデータ更新ができなくなっちゃったときの対策とかデジタル化のマイナ

ス面というのかな、もあると思うので、そういうところも精査しながらやっていただきたいな

と思います。ただ、便利になるのであれば反対することではないですけれども、本当にデジタ

ル化というのがよいものなのかどうかというのも検証していただきたいなとは思っていました。

以上です。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 これ、台東区役所のところにつくのは２面ですよね。台東病院のところ

はこの映像にあるようなイメージだと思うんですけれども、ぜひデジタルバス停を今回、試験

導入する上で、その実験期間中は難しいかもしれませんけれども、やはり行政の情報も２面が

あるんであれば流していただきたいなって思うんですね。今、やはり高齢者のデジタルディバ

イド対策も台東区、力入れていますし、ご高齢者がデジタルに触れるいいきっかけになるんじ

ゃないかなと、まだ抵抗感を持っている方もいらっしゃると思うんですけれども、やはりデジ

タルの情報というのは最新の情報が更新されていって、この大きさだったら多分見やすいし、

そういった意味でも区の情報を、今すぐ届けたいという情報なども、もし２面があれば１面ど

こかで使ったりとか、その辺、各所管と連携してやっていただければなというふうに思うのと、

あと、この予算額440万って、ちょっと自分の感覚でいうと結構これ安いなって思ってしまっ

て、440万円でこれだけの区民サービスが提供できるんだったら、やはり今後増やしていく方

向で考えていくんじゃないかなというふうに私は思っているんですけれど、これって補助金入

っていないんでしたっけ。そっか。分かりました。 

          （「完結しないでください」と呼ぶ者あり） 

◆中村謙治郎 委員 大丈夫です。とにかくすごくいい取組だと思いますし、こういう先進的

な技術をどんどん、やはり活用していっていただきたいなと思うんで、今後、楽しみにしてい

ます。以上です。 

○委員長 よろしいか。 

 中澤委員。 
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◆中澤史夫 委員 すみません、これ表示は、例えば時刻表はされます。自動で次の画面に変

わるという感じなのか、固定なのかって、どちらだか教えてもらってよろしいですか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 一旦は設定した画面で固定と考えております。ただ、告知情報に

載せる情報は、ある程度自由度があると思いますので、テストの中で何を優先して表示させる

のかというのは、ただいまの中村委員からあったご意見も踏まえながらテストしていきたいと

思います。 

○委員長 中澤委員。 

◆中澤史夫 委員 できれば広告とか、逆に言うと少し広告なども考えていただいて、広告代

を少し稼ぐみたいな感じでもちょっと考えていただければなと思いますんで、意見だけです。

以上です。 

○委員長 いいですかね。 

          （発言する者なし） 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、観光バス駐車場の休止について、交通対策課長、報告願います。 

 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 それでは、観光バス駐車場の休止についてご説明いたします。 

 恐れ入りますが、資料の４をご覧ください。初めに、項番１、休止する観光バス駐車場です。

（１）名称は、清川駐車場です。所在地、収容台数、入出庫可能時間は、資料に記載したとお

りでございます。 

 （５）休止期間の予定は、本年の10月から清川駐車場の再整備完了までを予定しています。 

 （６）休止の理由は、清川二丁目プロジェクト推進のため、今回休止とするものでございま

す。 

 次に、項番２、仮設駐車場の開設です。まず（１）下谷小学校跡地についてです。所在地は、

東上野四丁目７番、収容予定台数は10台、開設予定は本年10月、入出庫可能時間は午前８時か

ら午後８時を予定しておりますが、周辺住民の皆様との調整の結果、変更となる可能性もござ

います。 

 次のページをご覧ください。（２）東京都下水道局用地です。所在地は蔵前二丁目１番、収

容予定台数は４台、開設予定は令和８年10月、入出庫可能時間は午前10時から午後４時を予定

しておりますが、こちらも土地管理者との調整の結果、変更となる可能性がございます。 

 次に、項番３、予算額（案）は１億7,183万円でございます。 

 最後に、項番４、今後の予定です。本年10月に清川駐車場の休止と仮設駐車場の開設を予定

しております。 

 ご説明は以上でございます。 
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○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 仮設駐車場の件でちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

 下谷小学校跡地ということで、まあまあ、区役所の真裏なんですが、ちょっと私自身は大変

不安に思っております。まず、このルートとか決まっているとは思いますが、安全対策ですね、

この辺のところをどのように行っていくのか、やはりこの辺のところがまず必要かなと思って

おります。 

 それと、この区の敷地内に10台、これ止まれるのかな。ちょっと私、あまりぴんとこないん

ですが、ちょっとまずその辺のところを教えてください。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 まず、安全対策につきましては、所轄の警察署のいろいろご意見

を踏まえながら十分に安全対策を行っていきたいと思います。具体的にはやはり人手、人の目

で誘導するというのが一番重要かと思いますので、誘導警備を要所要所に配置していくという

ことが一番重要だと考えております。 

◆小坂義久 委員 あと、10台止まんの。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 収容台数につきましては、10台は問題なく止められると考えてお

ります。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 これ警視庁、隣の警視庁ね、これがたしか先ほども報告があって、来年の

４月に工事が始まるということですよね。例えばこの辺のところもまだ９年の４月あるので、

ちょっとやはり借りるというかね、借りるというか、ある程度、10台止めるんでも区の敷地だ

けでなく、警視庁のここのところも利用するような形の話合いというのは、東京都とはできな

いんでしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 やはり来年度からの設計の着手して、敷地について使用、すぐに

工事が始まってしまうと思いますので、なかなか借りるというのは難しいと考えております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 あと、この予算額ですよね、１億7,183万ということで、これは東京都か

ら補助出ないんですか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 歳入は予定しておりません。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 すみません、観光バスの対策って、これ様々な委員さん、議員さんがいろ

いろなところで発言していますよね、予算とか決算とか。当然これは確かに台東区だけの問題
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ではございませんよね。東京都さんがお金も出さなければ、結局、場所の提供とか、その辺の

ところも事前に相談はされたと思うんですが、その経緯を教えてください。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 過去に本委員会でご答弁申し上げたとおり、特別区長会、それか

ら特別議長会のほうでもご要望出していただいているところでございます。また、今年度の都

知事との懇談会におきまして、都が主体的に観光バス対策を実施することを要望してきたとい

うところではございます。また、個別の協議でございますが、都の公有財産のリストなどを確

認しまして、適した土地があれば現場を直接見に行きまして、そこを管理する部署に相談に行

ってまいりましたが、基本的には都において活用の予定があるという回答が多かったという状

況でございます。また、江戸東京博物館についても団体利用が多いので、不可という回答でし

たし、あとは上野公園第二駐車場についても確認をしたところ、春と秋は上野の観光バスだけ

で埋まってしまうという状況がございましたので、結果として協力が得られたのは、こちらに

記載させていただいた蔵前の下水道敷地だったというところでございます。 

 ただ、今後も都において将来的に用途廃止に例えばなるなど、新たな土地の情報が出てくる

可能性はありますので、引き続き働きかけは頑張っていきたいと考えております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 そうですね、頑張っていただきたいと思います。だったら、補助金出して

もらいたいですよね。その辺のところを強く言ってくださいよ、うん。ある意味、確かに下水

道のところね、４台貸していただけるということもあるんですけれど、もうちょっと、だった

ら、金額で補助金を出していただくとか、ちょっとその辺を頑張っていただきたいのと、あと、

これ午前８時から午後８時だよね、下谷は。下水道局跡地は午前10時から午後４時、ともに土

地管理者、また、周辺住民との調整の結果ってあるんだけれど、この時間のずれは何でですか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 基本的には午前８時から午後８時としておりますが、蔵前の敷地

につきましては、資材置場の車両の出入口と供用しているという事情がございます。資材置場

のダンプとかが朝と夕方に出入りする時間が多いので、事故の起きないようにその時間は避け

てくれという要望で、この時間に縮めているものでございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 すみません、じゃあ、もう最後にします。 

 では、周辺住民との調整の結果、変更となるということなので、その辺のところは、じゃあ、

しっかりと周辺住民と、また安全対策をしっかりやっていただきたいことをまず要望するのと、

すみません、この清川なんですが、私のおぼろげな記憶では、ここの清川駐車場って、たしか

暫定でなかったですか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 当初、５年の暫定となっておりまして、５年を経過した段階で５
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年を延長しまして、その後の５年として清川二丁目プロジェクトの基本計画が出来上がるまで

ということに今のところなっておりまして、そういう状況でございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 ここは、じゃあ、一応プロジェクトが推進したらもうずっと駐車場で機能

するということですね。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 今のご質問につきましては、所管の委員会でご報告…… 

          （「したっけ」と呼ぶ者あり） 

◎清水良登 交通対策課長 いや、これからするところでございます。ただいま検討しており

まして、これからご報告予定しております。 

◆小坂義久 委員 分かりました。じゃあ、いいです。 

○委員長 中澤委員。 

◆中澤史夫 委員 この裏、後ろ側、跡地にできるということで、多分10台なんですけれども、

これバス、観光バスは基本的に予約をした方という形になるんでしょうか。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 現在の運用をそのままやっていきますと、予約のバスが優先で、

空きがあれば当日も受け付けるという体制になっております。 

○委員長 中澤委員。 

◆中澤史夫 委員 どうしても道が狭いですし、多分これから行くと大通りから入ってくるか

なと思うと、そこに並んでしまうのもちょっといけないと思いますし、しかもこれ先に運送会

社がありますよね、あそこも結構大きいトラック通るので、擦れ違いとかあると思いますので、

しっかりとその辺もやっていただければなと思うのと、あと道路狭いので、多分直には曲がれ

ないので、切り込み入れて曲がるのかなと思うと、その分だけね、ちょっと危険も伴いますの

で、やる以上は事故ないようにやっていただければと要望しておきます。以上です。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 １点だけ、この仮設の駐車場、バスが10台止まったとして、今、庁舎の

地下の駐車場も結構満車で入れない、区民の方が入れないことが多いんですけれども、例えば

期間限定になっちゃいますけれど、区の商用車というんですか、ハイエースみたいなの二、三

台止めるぐらいのスペースとかがあったら、この間だけでもちょっと区の車はそちらにね。昔

は、旧下谷小学校跡地のときは止めていましたけれども、そういったことで、ちょっと話替わ

っちゃいますけれど、庁舎の地下の駐車場の混雑緩和にもつながるのかなと思いますけれど、

その辺って検討できるんですかね。 

○委員長 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 内部的にはバスのいわゆる軌跡図、こう動くという軌跡図などの

検討もしておりますが、バス以外を入れる余地はなかなかないかなというところでございます。 
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○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 分かりました。 

○委員長 よろしいかな。 

          （発言する者なし） 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、自転車駐車場の短時間無料利用の拡大について、交通対策課長、報告願いま

す。 

 交通対策課長。 

◎清水良登 交通対策課長 それでは、自転車駐車場の短時間無料利用の拡大についてご説明

いたします。 

 恐れ入りますが、資料５をご覧ください。初めに、項番１、概要です。御徒町駅周辺は、商

業施設の利用者が路上に自転車を止めることが多く、長年の課題となっておりました。商業施

設の利用者は比較的短時間の駐輪が多いため、近隣の商業施設は駐輪施設に短時間無料の設定

を行うことで、区の放置自転車対策にご協力をいただいておりました。これまでも２時間無料

を設定している自転車駐車場は複数ありますが、本件は御徒町駅南口自転車駐車場と御徒町南

口駅前広場自転車駐車場について、３時間無料に拡大して設定を行うことで、さらなる放置自

転車の削減を図るものでございます。 

 次に、項番２、短時間無料を設定する自転車駐車場です。表に記載した２か所について、３

時間無料の設定を行います。 

 最後に、項番３、今後の予定です。本年４月から３時間無料とする予定でございます。 

 ご報告は以上でございます。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

 理事者からの報告は、以上であります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 案件第２、交通対策及び地区整備について、その他ご発言がありましたら、どうぞ。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 おはかりいたします。案件第２、交通対策及び地区整備については、重要な案件で

ありますので、引き続き調査することに決定いたしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○委員長 以上で、案件の審議を終了いたしましたので、事務局次長に委員会報告書を朗読さ

せます。 

 なお、年月日、委員長名及び議長名の朗読については省略いたします。 

          （櫻井議会事務局次長朗読） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 これをもちまして、交通対策・地区整備特別委員会を閉会いたします。 

          午前１１時３５分閉会 
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